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 情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の

規定により、平成２２年１月１９日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり意

見を提出します。 

（文中では敬称を省略しております。）  
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別紙 

１．次世代ネットワークに係る平成 22 年度接続料の改定について 

○ＮＧＮの接続料算定の在り方について 

 ＮＧＮはボトルネック設備と一体となっていることを理由として第一種指定電気通信設備に指

定されているため、他の事業者が利用することを当初から想定して構築されるべきです。しかし

ながら、ＮＧＮのＩＰｖ６インターネット接続においては「他事業者との接続を想定しない前提で設

計されている」との理由で、多額の網改造費等の事業者個別負担を求められた経緯がありま

す。 

そのため、ＮＧＮにおける機能のアンバンドルや接続料算定の在り方については、「接続料原

価に算入すべきコストは何か」という観点を踏まえて適切に整理される必要があると考えます。 

また、ＮＧＮの接続料算定の在り方を検討するにあたっては、レガシー系サービスからＮＧＮ

への需要の移行期にあることを踏まえ、電話のみならず専用線等を含むサービス全体を対象と

して議論することが重要です。 

そのため、まずＮＴＴがコア・ネットワークのＮＧＮへの移行計画を開示することが必須であり、

ＮＴＴの新旧のネットワーク全体でコストを把握して接続料の算定方法を見直し、公正な競争環

境を維持する必要があります。 

なお、ＮＧＮはレガシー系サービスからの需要の移行期にあるため、ＮＧＮに関する接続ル

ールは固定的なものとせず、適時適切に段階を追って見直していくことが必要です。 

○平成２２年度接続料について 

（１）接続料算定方法について 

ＮＧＮやひかり電話の接続料原価（設備コスト）は、レガシー系サービスからフレッツ光・フレッ

ツ光ネクストへの需要の移行状況に左右されるため、ＮＴＴがレガシー系サービスをどうするか

によって接続料水準が決まります。そのため、本来であれば、ＮＴＴの新旧ネットワーク全体で

コストを把握したうえで接続料算定の在り方を抜本的に見直し、ＮＴＴの恣意性を排除する必要

があります。 

今回の申請案についても、ＮＧＮは今後需要の増加が見込まれるサービスであることに配慮

し、算定期間を複数年とする将来原価方式の採用を含めて算定方法を見直す等により、接続

料水準の更なる低廉化を図るべきと考えます。 

（２）設備別コストの関係する機能への配賦について 

中継ルータや伝送路、ＳＩＰサーバといった複数の機能にまたがって利用される設備のコスト

配賦にあたっては、ＮＴＴ東・西の利用部門や接続事業者による機能の利用動向によって各機

能に配賦されるコストが大きく変動する可能性があることに留意する必要があります。そのため、

接続料水準の予見性を確保する観点から、配賦に際してどのようなコストドライバを用いるかに

ついては、長期的な視点に立って柔軟な見直しを行い、各機能の接続料水準が年度によって



2 

大きく上下しないよう配慮すべきです。 

また、ＱｏＳと帯域換算の加味についても、ＮＧＮへの移行状況や市場の動向を踏まえて、適

時・適切に見直しを行う必要があると考えます。 

（３）ＩＧＳ接続機能の接続料算定について 

今回の申請案においては、ＩＰ系設備にかかる保守費を個別に算定したことが接続料原価を

増加させる方向に作用していると理解しております。保守費を個別に把握すること自体は接続

会計の詳細化に資するものであり賛同しますが、ひかり電話については需要の立ち上がり期に

あり、現時点では固定資産額が小さいため、相対的に保守費の額も上昇してしまうことに留意

する必要があります。接続料水準の低廉性を維持し、ユーザー利便を確保する観点で、需要

の立ち上げ期については従来の算定方法を引き続き採用すべきと考えます。 

また、既存ひかり電話網については、今後需要が減少していくものと思われることから、設備

管理運営費の算定において、ＮＧＮのひかり電話と同様の考え方で設備増設を予測して取得

固定資産額の伸び率を考慮することが適切か再考すべきです。 

 

２．電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールに係る措置について 

（１）ＦＴＴＨサービスの屋内配線に係る使用料等の設定について 

①網使用料について 

今回申請された屋内配線の網使用料は、ＮＴＴ東・西の光信号分岐端末回線（平均的

使用期間１５年）と一体として引き通し形態により設置される屋内配線に適用されます。 

したがって、屋内配線の平均的な使用期間は、申請案の１０年ではなく光信号分岐端末

回線と同じ１５年に見直し、網使用料を算定し直すべきと考えます。 

②工事費について 

引き通し形態では、光信号分岐端末回線と屋内配線が一体として同時に工事されること

を考慮して、既に接続約款に規定されている光信号分岐端末回線接続工事費・光信号分

岐端末回線収容キャビネット等設置工事費や、接続約款の料金表第４表第２（光信号引込

等設備の撤去に係る負担額）に規定される（光信号引込等設備の取得固定資産価額）等

を勘案し、重複するもの・不要なものを控除して工事費を設定する必要があると考えます。 

具体的には、申請案の光屋内配線工事費は、工事人員の移動に係る費用・工事作業

に係る費用・光ファイバケーブル等の物品費等において、重複しているものがあれば不適

切であり、これらを控除して算定し直すべきと考えます。 

また、引き通し形態では、光信号分岐端末回線収容キャビネットは設置されないため、

工事費を適用すべきではないと考えます。同様に、光信号端末回線に係る加算料につい

ても、キャビネットありの料金を適用すべきではないと考えます。 

（２）ＷＤＭ（波長分割多重）装置等に係る網使用料等の設定について 

・ＮＴＴ東・西が設置するＷＤＭ装置の利用に関するルールが接続約款に規定されることは
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望ましいと考えますが、ＮＴＴ東・西を含む接続事業者は、多重度の高いＷＤＭ装置を導入

する等して中継ダークファイバを効率的に利用し、波長単位の利用ではなく一芯単位の利

用が可能となるよう、空き芯線捻出のため努力すべきと考えます。 

・申請案では、ＷＤＭ装置本体の費用を波長単位で按分するとされていますが、ＮＴＴ東・西

を含む接続事業者各々の利用波長数を客観的に確認できる方法について、規定を追加す

べきと考えます。 

例えば、既に接続約款に規定されている、光回線設備の非現用芯線がない場合の確認

方法に準じ、ＮＴＴ東・西局社内への立入りによる確認を可能にする等の方法が考えられま

す。 

・分波光変換装置は網改造料により接続事業者が個別に負担することとされていますが、具

体的な金額が不明であり、接続事業者にとって負担額の予見性が確保できないことから、Ｎ

ＴＴ東・西は、例示等により、負担額を予め公表すべきと考えます。なお、本年１月２７日に

開催されたＮＴＴ東・西による説明会においても、負担額の規模感は一切明らかにされてい

ません。 

  また、本件に限らず、ＮＴＴ東・西の網改造料は、網改造料の算定式に算入される創設費

の妥当性が公に議論されず、透明性に欠けるため問題があると考えます。接続事業者の予

見性、網改造料の設定における妥当性・算定過程の透明性を確保するため、ＮＴＴ東・西は

網改造料の具体的な金額を明示して接続約款を申請すべきであり、これについて審議会

等の公の場で議論される必要があると考えます。 

・申請案で追加されている第３６条第２項は、ＮＴＴ東・西がＷＤＭ装置を更改する場合、接

続事業者が分波光変換装置の利用中止を申込んだものとみなすとされています。これによ

り、接続事業者は、ＮＴＴ東・西の事由で分波光変換装置を利用できなくなるにもかかわら

ず、一方的に当該装置の除却費・撤去費等を負担させられることとなるため、不適切です。 

 したがって、申請案の第３６条第２項は削除し、分波光変換装置についても、既存の第３６

条第１項の規定（接続事業者と協議の上費用負担の方法等について決定）を適用すべきと

考えます。 

・特別光信号中継回線（ＷＤＭ装置が設置されている中継ダークファイバ）利用にあたり、接

続事業者にとって負担額の予見性が確保されていないことから、接続事業者が分波光変換

装置に関する個別建設契約を締結する前に接続申込を撤回した場合については、撤回に

伴う費用負担は発生しないことを接続約款に明記すべきと考えます。 

・特別光信号中継回線（ＷＤＭ装置が設置されている中継ダークファイバ）に係る線路設備

調査の回答期限が６週間以内とされていますが、一般光信号中継回線（既存の中継ダーク

ファイバ）と同等の３週間以内とすべきと考えます。 

仮に、システム化（データベース化）されていない等の理由で回答期限を同等とすること

が困難であるとしても、可能な限り短縮すべきと考えます。 
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・平成２１年１０月１６日付け情報通信審議会答申「電気通信市場の環境変化に対応した接

続ルールの在り方について」における、「代替手段のコンサルティングの対象にＷＤＭ装置

の設置も含めるようにすることが適当」との趣旨を、接続約款に明示的に記載すべきと考え

ます。 

（３）中継ダークファイバに係る異経路情報の確認調査手続費等の設定について 

・異経路情報は将来にわたって保証されるものではなく、支障移転工事等が発生した際には

再調査が必要とのことですが、ＮＴＴ東・西は、支障移転工事が発生する都度適切な情報管

理を行う等により、再調査時に係る作業時間を短縮できるよう努めるべきと考えます。 

・異経路情報の確認調査における条件は個別協議によるとのことですが、ＮＴＴ東・西は、モ

デルケースを用いる等により、条件の確認にかかる期間、確認調査にかかる期間及び費用

等の目安を予め示すべきと考えます。 

 

以上 


